
１～８のうち該当書類を提出前にご確認ください。 告示第８３５号第２項関係

1 申請書及び副本並びにこれらに添えた図書及び書類が相互に整合して □
いること。
　　　・申請書相互の整合性の確認。 □
　　　・申請書と図面間、申請書と書類間の整合性の確認。 □
　　　・図書と書類間の整合性の確認。 □
　　　・図書相互の整合性の確認。 □
　　　・意匠図・構造図・設備図相互の整合性の確認。 □

2 設計者及び工事監理者が建築士法に基づく「建築士」であること。 □

3 設計図書に設計者の記名があること。 □

4

5 構造計算安全証明書の写しが添付されていること。
（構造設計一級建築士が計算者の場合は不要です。）

6 構造計算概要書に構造計算の種類が記載されていること。 □

7 構造計算適合性判定の要否が判断されていること。 □

8 構造方法等の認定に係る認定書の写しが添付されていること。
施行規則第１条の３第１項第１号ロ（３）で規定されているもの。 □
（建築材料、防耐火構造、防火設備等の認定番号。）

□

確認申請提出書類事前チェックシート（建築物）

「確認審査等に関する指針」に基づくチェック
設計者
チェック欄

認定形式の認定書などの写しが添付されていること。または、認定番号が
記載されていること。

□


